
アウトドア等体験コンテンツ利用促進キャンペーン業務委託仕様書 

 

１ 業務委託の名称 

アウトドア等体験コンテンツ利用促進キャンペーン業務 

 

２ 業務の目的 

  本県が提唱する「山口ならではのアウトドアツーリズム」の定着に向け、

県内のアウトドア体験コンテンツの認知度向上及び利用促進するとともに、

ナイトタイム・モーニングタイム体験（夜間や早朝に係る体験）を含めた宿

泊を伴う誘客促進を図るため、オンライン予約サイトを活用した割引キャン

ペーンを実施する。 

  

３ 業務の期間 

  契約締結の日から令和８年２月２８日まで 

 

４ 定義 

  この仕様書において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定める 

ところによる。 

（１）「アウトドア体験コンテンツ」 

   主として屋外の自然が活用されたレジャーやアクティビティ等の観光体 

験コンテンツ。 

ただし、アクティビティを伴わない観光施設の入館・入場等や単に料理 

を提供するサービスは除く。 
 ※詳細は、別添「対象コンテンツの基本的な考え方について」のとおり 

 

（２）「ナイトタイム・モーニングタイム体験コンテンツ」 

   夜間や早朝に提供される体験コンテンツで、アウトドアに限らず、施設

内で行われるコンテンツについても対象とする。 
※詳細は、別添「対象コンテンツの基本的な考え方について」のとおり 

※「アウトドア体験コンテンツ」「ナイトタイム・モーニングタイム体験コンテンツ」を併せて  

「アウトドア等体験コンテンツ」とする。 

 

（３）「アウトドアオンライン予約サイト」 

  アウトドア等体験コンテンツの予約ができるインターネット上の Web サ

イト。以下、「オンライン予約サイト」という。 
  

（４）「割引クーポン」 

  オンライン予約サイト上で、アウトドア等体験コンテンツの予約時に利



用料金の一部として充当できる電子割引券 

 

５ 業務の概要 

（１）山口県でのアウトドア等体験コンテンツに利用できる割引クーポンをオ

ンライン予約サイトで発行する。  

（２）割引クーポンの発行にあわせて、アウトドア等体験コンテンツの積極的

な利用を促進することを目的とした販売促進プロモーションを実施する。 

（３）アウトドア等体験コンテンツを交えた県内周遊を促進するため、予約サ

イト上で山口県内の観光情報を発信する。 

 

６ 委託業務内容 

（１）割引クーポンの発行 

  ア 割引クーポンの利用期間は、令和７年７月 1 日から令和７年８月３１

日（第１期）及び令和７年１０月１日から令和７年１２月３１日（第２

期）とする。（原資がなくなり次第終了） 

  イ 割引クーポンの発行期間は、最も利用促進に繋がる期間を設定する。 

  ウ 割引クーポンの対象となる商品は、オンライン予約サイト上で販売さ

れているアウトドア等体験コンテンツ（有料）の商品とする。なお、商

品の実施場所の所在地は山口県とする。 

  エ 割引クーポンはオンライン予約サイト上で発行し、予約サイト利用者

が商品を予約する際に利用料金の一部として充当すること。 

  オ 割引クーポンの割引率は、第１期は１０％、第２期は２０％とする。 

  カ 各期の割引クーポンの原資の配分は連盟と協議の上、決定する。なお、

クーポンの利用状況に応じて、原資の配分の見直しができるものとする。 

キ 対象商品が割引クーポンの対象である旨を、利用者に分かりやすいよ

うにオンライン予約サイト上で表示すること。 

  ク 割引クーポンの発行金額が期間内にクーポン原資額の上限に達した場

合、その時点をもって発行を終了すること。 

  ケ 連盟が新規事業者を紹介した際は、積極的に商品登録に向けコンタク

トをとるものとする。（手数料などの諸条件はオンライン予約サイトで

通常適用されるものと同等に合わせることとする。） 

 

（２）販売促進プロモーションの実施 

  ア 割引クーポンの対象商品の積極的な利用を促すことを目的とした各種

プロモーションを実施すること。 



  イ 販売促進プロモーションの実施期間は、最も利用促進に繋がる期間を 

設定する。ただし、割引クーポンが期間内に発行終了した場合は同日を 

もって販売促進プロモーションも中止する。 

  ウ 販売促進プロモーションのターゲットは、次の在住者の順番とする。 

    ①隣県（福岡県、広島県）、②首都圏・関西圏、③山口県 

  エ 実施する販売促進プロモーションの内容及び時期は、連盟と協議の上

で決定する。 

 

（３）特集ページ作成及び観光情報発信 

  ア オンライン予約サイト内に、アウトドア等体験コンテンツをまとめた

特集ページを作成・掲載する。 

  イ アウトドア等体験コンテンツを交えた県内周遊を促進するため、特集

ページ上に山口県内の観光情報を掲載する。 

  ウ 第２期は、山口デスティネーションキャンペーン（山口ＤＣ）のプレ

キャンペーン期間であることから、山口ＤＣのＰＲも盛り込むこと。 

エ 特集ページの内容は掲載前に連盟の了承を得ること。 

 

７ 契約金額について 

（１）本業務の委託限度額は、１４，７９４千円以内とする。 

   委託限度額は、割引クーポン原資分を含むものであり、その内訳は次の 

とおりとする。 

  【内訳】 

   ・割引クーポン原資分 

    ６，５００千円程度とする。（消費税及び地方消費税は非課税） 

   ・事務手数料及び販売促進プロモーション、特集ページ作成に係る費用 

    ８，２９４千円以内とする。（消費税及び地方消費税を含む。） 

（２） 業務終了後の未利用の割引クーポン原資については、変更契約を締結し、 

減額する。 

 

８ 成果物の著作権等 

   今回の業務委託により制作される成果物の著作権、所有権、その他の一 

切の権利は、一般社団法人山口県観光連盟に帰属するものとする。  

ただし、同一性保持権等連盟に帰属することができない適切な理由があ 

る場合で、事前に連盟の承諾を得たときはこの限りではない。この場合、 

連盟は当該許諾条件の範囲内で使用権を有するものとする。 



業務の実施に当たり、著作権、肖像権等に関して権利者の商談が必要な 

場合は、受託者がその手続きを行うものとし、当該許諾、借用等により発 

生する費用は、当初の契約金額に含むものとする。 

 

９ 問い合わせ等の対応 

   委託期間中、本業務に係る問合せや苦情があった場合、受託者の責任に 

おいて、速やかに対応することとし、連盟に報告すること。 

 

10 業務実施状況報告書及び実施報告書 

   日毎の状況がわかる割引クーポンの発行状況や販売実績等を記載した業

務実施状況報告書を作成し、週に 1 度、連盟に提出すること。また、毎月

５日までに、前月の割引クーポンの発行状況や販売促進プロモーションの

実施内容、販売実績（利用者の属性や申込傾向等をデータで集計）等を記

載した業務実施状況報告書（月報）を作成し、連盟に提出すること。 

また、体験者の属性データ（年齢、性別、居住地等）やその他今後の取

組みの検討に活用できるデータについて、報告可能なものがあれば、提案・

提出すること。 

なお、委託業務完了の日から起算して１０日を経過した日又は、令和８

年２月２８日のいずれか早い日までに、業務の実績及び事業効果等を記載

した実績報告書を作成し提出すること。 

各報告書への記載内容については、連盟と協議の上で決定する。 

 

11 留意事項 

   この仕様書に掲げる事項及び委託業務に関し、違反したとき又は誠実に

履行する見込みがないと連盟が認めたときは、契約を解除する。 

  連盟は、必要があると認めたときは、業務の実施状況を調査することが

できる。 

  社会情勢等を原因として、連盟から本業務の一部又は全部について休止

又は中止する旨の指示があった場合は速やかに指示に従うこと。 

  この仕様書に定めのない事項又は疑義がある場合は、その都度協議の上、

実施するものとする。 

 

 

 



対象コンテンツの基本的な考え方 

１ アウトドア体験コンテンツ 

予約サイトで販売されている有料の観光コンテンツのうち、以下の条件を全て

満たすもの 

（１）主として屋外で行われるもの 

（２）自然を活用したもの   （自然景観を楽しむコンテンツを含む） 

（３）アクティビティを伴うもの（文化体験を含む） 

 

＜主な対象コンテンツ例＞ 

実施場所 対象となるコンテンツ例 

海 
ＳＵＰ、ヨット、ダイビング、ホバーボート、シュノーケリング、

海釣体験、無人島体験、遊覧船、ホエールウオッチング など 

山・森 
トレッキング、ハイキング、登山、ＢＢＱ体験，キャンプ・グラン

ピング（アクティビティを伴うコンテンツに限る） など 

川・湖 ラフティング、カヤック、バードウオッチング など 

空 パラグライダー、パラセーリング、気球体験、ジップライン など 

陸 
サイクリング（電動クロスバイク含む）、乗馬体験、人力車体験、

果物狩り（ビニールハウス含む）、収穫体験、和装散策 など 

観光施設

を活用 
動物えさやり体験、砂金堀り体験、天然石掘り体験 など 

 

 ＜対象とならないコンテンツ例＞ 

・屋内のコンテンツ 

（例）温泉施設、水族館、美術館、映画館 など 

 ・アクティビティを伴わない観光施設の入園・入場や単なる飲食 

  （例）動物園、植物園、テーマパーク、レストラン等の飲食 など 

   ※餌やり体験などアクティビティ要素があるコンテンツは対象とする 

 

２ ナイトタイム・モーニングタイム体験コンテンツ 

予約サイトで販売されている有料の観光コンテンツのうち、以下の条件を全て

満たすもの 

（１）開始時間が 17時以降のもの、又は終了時間が 11時以前のもの 

（２）観光客の宿泊増につながるコンテンツであること 

＜主な対象コンテンツ例＞ 

 ナイトミュージアム、植物園ナイトタイム、水族館ナイトツアー、動物園ナイ

トツアー、工業夜景クルーズ、早朝ヨガ、座禅体験 など 

＜対象とならないコンテンツ例＞ 

 映画館、ゲームセンター、カラオケ など 


